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 環境規制 

 

タイの環境問題 

タイは、伝統的に稲作を中心とする国であるため、農業用水の汚染につながる水質汚濁には敏

感である。しかし、例えばチャオプラヤ川の水質悪化にみられるように、近年は、バンコク首都

圏地域を中心に、生活排水による河川等の水質悪化が深刻化し、その影響が懸念されている。生

活排水対策として、下水道の整備や生活排水処理施設の建設が急務であるが、むしろ建設計画が

立ち遅れていることが結果として工場排水規制の強化につながっている様相さえみられる。 

実際、タイにおいては、過剰な森林伐採と不適切な管理を原因とする水源地域の森林面積の減

少に加え、経済発展に伴い工業用のみならず、商業用、農業用の水需要が増加し、地下水が大量

に汲み上げられ、地域によっては地盤沈下が拡大しつつある。このため、工場の新規立地に際し

て、地下水への有害物質の排出に対する規制が強化されるとともに、立地予定地域の地盤沈下の

有無・程度が大きな関心事項となってきている。 

また、急激なモータリゼーションの進展に伴い、バンコク首都圏地域を中心に、自動車排気ガ

スによる大気汚染が深刻化している。同時に、産業活動に伴う大気汚染も進んでいる。褐炭・石

炭燃料から天然ガス・石油への燃料転換が遅れる一方、工場の大気汚染防止装置の設置が進まず、

産業集積地域を中心に、排気基準を上回って汚染物質の排出が増えている。この最たる例はマプ

タプット公害訴訟である。 

更に、タイにおいては、都市部を中心に、生活系廃棄物を含めた廃棄物の発生量が増加を続け

ている。特に、タイに進出した日系企業にとって、産業廃棄物、とりわけ有害廃棄物の処理は問

題になっている。タイ国内では、有害廃棄物を適切に処理できる施設に限りがある上、施設整備

とその処理能力が有害廃棄物の発生量の増加に追いついていない。このため、ほとんどの有害廃

棄物は、工場の敷地内に保管するしかなく、一部では、一般廃棄物に混ぜられて不法投棄され、

土壌汚染や深刻な健康被害を引き起こしているのではないかとの懸念を生んでいる。また、生活

系廃棄物は水路や河川等を通じて海洋に流出しており、その内プラスチックごみは海洋流出ごみ

の約 3 割を占めるとされている。タイの海洋へのプラスチックごみ流出量は世界第 6 位に位置付

けられており、近年大きな問題となっている。 
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ひとくちメモ 5： 大気汚染で学校閉鎖 

タイでは、2018 年 2 月に天然資源・環境省が呼吸器や心臓に疾患を抱える市民が外出する場合はマ

スクを着用するよう呼び掛けたこともあり、PM2.5 による大気汚染への人々の関心が高まった。タイで

は乾季(11 月～2月)になると農村部で焼畑農業が行われ、近隣国からの越境煙霧汚染、気象条件や地理

的な条件等のさまざまな理由が重なり、深刻な大気汚染が観測される。また、バンコクをはじめとする

都市部では、ガソリン車とディーゼル車等から排出される排気ガスも大気汚染の大きな要因となってい

る。 

最近のニュースでは、2023 年 1月 24 日、バンコク首都圏庁（BMA）は、バンコク周辺 61カ所で大気

中の PM2.5 の濃度が基準値を超えたと発表し、知事は在宅勤務や公共交通機関の利用を検討するよう呼

びかけている。2024 年に予定される欧州排ガス規制「ユーロ 5」が導入されれば、状況が改善すること

が期待されており、政府は、安全基準を 1立方メートルあたり 50マイクログラムから 37.5 マイクログ

ラムに引き下げ、健康対策を厳格化するとの方針を示しているが、タイの大気汚染が本当に改善される

かどうかは定かではない。 

タイで生活する上では不測の健康被害を予防するためにも、大気汚染に留意する必要があるだろう。

PM2.5 数値を可視化できる「AirVisual」等の無料アプリを活用することも推奨される。 

 

 

環境保護の体制 

環境政策の策定、環境基準の設定及び環境保護のための基本的施策の決定は、首相を委員長、

副首相、天然資源・環境大臣を副委員長、関係省庁の大臣等を委員とする国家環境委員会が行う。

これらの実施は天然資源・環境省13が中心となるが、工業省も工場排出公害の規制（工場法に基づ

く規制）を所管するほか、20 近くの政府機関や地方自治体14も関係していることから、タイに進

出している日系企業もその対応には苦労しているようである。 

また、タイ政府は石油基金からの資金や政府予算等の拠出による環境基金を設け、地方自治体、

公営企業、民間企業等へ補助金を支給して、環境保全に関する費用に充てている。タイ政府は、5
年ごとに経済・社会発展のための国家計画を策定しているが、2012 年から 2016 年までを対象と

する第 11 次国家経済社会開発計画では、環境保護が国家的優先事項として規定されている。2017
年から 2022 年までを対象とした第 12 次国家経済社会開発計画では、天然資源の効率的管理と汚

染の減少や制御に焦点が当てられており、産業廃棄物、大気汚染及び水質汚染が主要な環境問題

とみなされている。現在策定が進められている 2023 年からの 5 年間を対象とする第 13 次国家経

済社会開発計画では、環境に配慮した成長が重視されており、特に気候変動問題への対応に取り

組むことが基本方針として示されている。 

 

                                                        

13 2002 年の政府機関再編時に、それまでの科学・技術・環境省に代わって、天然資源と環境の保全を担当

する政府機関として設立された。 
14 地方自治体の環境行政は、環境規制に関する企業からの報告や届出等の受理等の業務が大部分で、バンコ

クを除けば、環境規制当局としての機能をほとんど果たしていない。 
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環境保護の法体系 

世界的な環境保護運動の高まりとともに、タイでも環境保全意識が高まり、1992 年に、それま

での旧環境保護法を抜本的に改正して、国家環境保全推進法（以下「環境保護法」という）が制

定された。また、1997 年憲法においても、環境保全、公害規制をうたうとともに、環境アセスメ

ントの義務も規定している。更に、2007 年憲法において、国民は環境保全への参加権を従前の「法

律に定めるところ」によらず憲法を直接の根拠として認められることとなった。この 2007 年憲法

の「共同体の環境の質、天然資源と健康に重大な影響を及ぼす可能性のある計画・事業における

事前調査の実施と公聴会の実施義務規定」が後述のマプタプット公害訴訟の原告住民側の法律的

根拠となっている。また、環境保護法は、国民に関する環境問題について知る権利、公害につい

て補償を求める権利を与える一方、環境委員会に大きな権限を持たせ、環境に重大な影響を及ぼ

す可能性のある事業には環境アセスメントを義務づけるとともに、環境団体の設立、活動を認め

ている。 

企業活動に具体的に関係する法令は、多数の行政機関が関連していることから、各種法律とそ

れに基づく政令、省令、告示等を合わせると 100 近くに上り、頻繁に改正されている。そのうち

産業公害規制に絡む主要な法律には次の図表 15-1 のようなものがある。 

 

図表 15-1  タイの主な環境法一覧 

 法律名 制定内容 

1 国家環境保全推進法 環境分野の基本法 

2 土地法 土地開発時における規制 

3 タイ工業団地公社法 同公社所管団地内工場の排水、大気、騒音、廃棄物等の規制 

4 エネルギー保全推進法 エネルギー省所管のエネルギーの保全に関する規制 

5 地下水法 地方自治体所管の地下水取水の規制 

6 森林法、森林保護自然法、植林法 森林保護区等における伐採、植林等規制 

7 水域航行法 運輸省所管の河川や海洋の廃棄物等の投棄の規制 

8 公衆衛生法 地方自治体所管のゴミや排水等の生活廃棄物の規制 

9 鉱業法 鉱業開発・運営等における規制 

10 工場法 工業省所管の排水、大気、騒音、廃棄物等の規制 

11 国民健康法 健康に悪影響を及ぼす行為の規制 

12 有害物質法 有害物質の生産、輸出入と特定の有害物質の所持を規制 

13 労働安全衛生環境法 労働安全・衛生・環境に対する危険を目的に、使用者及び被雇用者への義務を規定 

14 省エネルギー促進法 工場や建物、機器装置の省エネ等を規制する省エネ分野に関する法律 

15 工業製品規格法 タイで製造、またはタイに輸入される製品の品質を保証するための基準を規定 
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環境基準 

環境保護法では、国家環境委員会が①河川、湖沼、貯水池等の水質基準、②工場の排水基準、

③河口を含む海水の水質基準、④地下水の水質基準、⑤大気中の空気の汚染基準、⑥工場の排気

基準、⑦騒音、振動の基準等の環境基準を定めることとなっている。現在までに公布されている

環境基準は、国家環境委員会の告示のほか、工場法を所管する工業省の省令・告示、保健省や旧

科学・技術・環境省の省令・告示等、縦割り行政を反映して必ずしも国家環境委員会の基準に統

一されているわけではないものの、事実上整合性が取れている。 

タイでは、先にみたように、農業用水の汚染につながる水質汚濁には敏感で、排水規制が重視

されており、BOD（生物化学的酸素要求量）、COD（化学的酸素要求量）、重金属類に関する排水

基準等、わが国よりも規制基準が厳しい場合もあり、日系企業の中にはこれらに対応するため多

額の投資により高度な排水処理を実施している事例も見られる。 

なお、タイの工業団地は、タイ工業団地公社法に基づいて、全国統一基準の環境基準よりも緩

い工業団地ごとの独自の環境基準が定められていることが多く、工業団地に立地するメリットと

なっている。ただし、工業団地では、工業排水を団地管理事務所が運営・管理する中央排水処理

施設において生物処理により最終処理をしてから、公共水域へ放流することが前提となっており、

生物処理で処理しきれない重金属類の排水基準は、国の全国統一の排水基準値と同程度に設定さ

れている。 

 

環境アセスメント 

環境保護法により事前に環境アセスメント調査を義務づけられている事業は、図表 15-2 に掲げ

られた 35 事業である。 

 

図表 15-2  環境アセスメントが必要な事業 

1 鉱業関連法に基づく採掘業 

2 石油関連法に基づく石油開発 

3 石油及び燃料のパイプラインによる輸送システム（一定の例外あり) 

4 タイ工業団地公社関連法に基づく工業団地もしくはその他同様の事業または産業開発に係る土地配

分事業 

5 生産に化学処理を使用する石油化学産業 

6 石油精製産業 

7 天然ガス分離産業または天然ガス改質産業 

8 一定の塩素アルカリ産業及び塩素（Cl2）または塩化水素（HCl）を使用する産業 

9 セメント産業 

10 紙パルプ産業 

11 生産に化学処理を使用する有効成分または殺虫剤の製造業 

12 生産に化学処理を使用する化学肥料産業 

13 一定の砂糖産業 

14 鉄鋼業 

15 金属鉱物の製錬、選鉱または金属融解（14の鉄鋼業を除く） 

16 一定の蒸留酒またはアルコール（ビール及びワインを含む）の製造業 
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17 一定の廃棄物処理工場（工場関連法に基づく産業廃棄物を取り扱うものに限る） 

18 廃棄物発電工場（一定の例外を除く）以外のすべての種類の火力発電所 

19 タイ高速道路公社関連法に基づく高速道路システムまたはその他同様の事業 

20 道路関連法で定める高速道路または道路（一定の条件あり） 

21 大量鉄道輸送システム 

22 港湾 

23 レクリエーション港 

24 海の埋め立て 

25 海の周辺または海中の構造物に係る一定の建設または拡張 

26 一定の航空輸送システム 

27 一定の地域または利用目的における建築基準関連法に基づく高層建築または超大型建築 

28 土地開発関連法に基づく住居用または商業用の土地配分 

29 療養所関連法に基づく病院または療養所 

30 ホテル関連法に基づくホテルまたはリゾート 

31 建築基準関連法に基づく住居用建物 

32 灌漑 

33 閣議で指定された｢第 1レベル水域｣における全ての事業（注) 

34 一定の海盆間の転換 

35 主要河川の水門 

（注）1994 年国家環境委員会告示第 8 号により、表層水源は利水目的別に 5 等級に分かれている。「第 1 レベ

ル」は、天然の新鮮な表層水源（通常の滅菌処理以外の水処理を必要としない非消費水源または消費水

源等に利用されるもの）を、「第 2 レベル」は、一定の排水を含む表層水源（通常の水処理を必要とする

非消費水源または消費水源、漁業、レクリエーション等に利用されるもの）をそれぞれ指す。 

 

環境が問題となった事例 

過去にタイで問題となった環境事例として、マプタプット周辺工業団地における公害訴訟が挙

げられる。マプタプット周辺工業団地とは、ラヨーン県マプタプット地区に建設された石油化学、

鉄鋼業を中心とする工業団地である。 

2009 年 12 月 2 日、タイ最高行政裁判所は、環境問題を理由に中部ラヨーン県のマプタプット

地区における 65 プロジェクトの一時差止めの命令を下した15。同地域は、シャム湾の豊富な天然

ガスを利用した石油化学産業が集積する地域であり、旭化成ケミカルズ、宇部興産、三井化学を

はじめとする日系企業のほか、タイ、欧米企業により新規プラント建設等の投資活動が積極的に

行われていたという。十数年前から大気・水質汚染による環境・健康侵害がはじまり、1990 年代

には異臭騒ぎにより学校が休校する等の問題が発生していた。 

最高行政裁判所の判決の契機は、2007 年 10 月にマプタプット地域住民と環境 NGO が 8 つの行

政機関16を相手取って起こした訴訟である。 
 
 

                                                        

15 その後 2007 年以前に承認を得た事業の差止めが解除され、2010 年 3 月時点で 50 件弱に絞られた。 
16 8 行政機関：国家環境委員会、天然資源環境政策企画事務局長、天然資源環境相、工業相、エネルギー相、 

運輸相、保健衛生相、工業団地公社（IEAT） 
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 タイ王国憲法（2007 年改訂）第 67 条第 2 項には、コミュニティにおける環境の質、健康面に

重大な影響を与える事業を実施する際には、①健康影響評価（Health Impact Assesment：HIA）と

環境影響評価（EIA）の実施、②地域住民への公聴会の実施、③独立機関による審査が必要とされ

ているが、この条項が十分に実施されていないことを不服としてラヨーン行政裁判所に提訴した

ものである。 

上記の判決後、関係政府機関は、環境や住民の健康に影響を与える事業を審査する独立委員会

や未整備であった HIA、公聴会実行のための環境関連法（2010 年 8 月 31 日承認）の整備の策定

を行い、投資規制対象となる 11 事業を発表した（図表 15-3 参照）。これを受け、中央裁判所は同

年 9 月、先に停止命令を受けた事業のうち、環境に重大な影響を及ぼす 11 事業に該当しない事業

の再開を認めた。日系企業については 8 社全てが事業を再開できた。 

憲法第67条に基づくEIA義務づけは、マプタプットのみならず全国に適用されるものであるが、

2011 年 1 月に実施したラヨーンを含めた進出日系企業（約 30 社）へのインタビューでは、本件

に関する行政指導を受けている企業はなく、マプタプット周辺地域であっても規制業種に該当し

ない企業については、政府の対応に大きな変化はないことが分かった。しかし、環境問題に関す

る地域住民の関心が高まっていることは事実であり、今後の規制強化を念頭に、タイの環境基準

を遵守することにとどまらず、自ら率先した環境配慮の取組みを実施している企業が多かった。

直接の影響はないながらも、憲法に基づく法整備が遅れたことによる事業差止め命令で戸惑う企

業も多かったと思われる。なお、訴えを起こした地域住民らは中央裁判所の判決を不服として最

高行政裁判所に上訴中である。 

 

図表 15-3  EIA の作成を義務づける事業 

 
（注） 2015 年に追加された 
（出所）JETRO、SIAM TINPLATE CO.LTD 資料より作成 

 

1 海・湖の埋め立て 面積300ライ以上

2 鉱業法に基づく鉱物資源の採掘業 すべての規模

3 タイ工業団地公社法に基づく工業団地またはこれに類似

する事業
すべての規模

4 石油化学工業 35%以上の設備増強に係る川上事業、日量100トン/日以上の川中事業等

5 鉱物製錬または金属溶解 投入量5,000トン/日以上（場合により1,000トン/日以上）

6 原子炉から抽出した原子力エネルギーの製造、保有また

は使用
2MW以上

7 廃棄物の改質工場または廃棄物の埋立て若しくは焼却所

（セメント焼成炉での燃焼使用を除く）
すべての規模

8 滑走路を持つ空港 3,000メートル以上

9 港湾・船着場 埠頭の全長が300メートル以上または面積が1万㎡以上

10 貯水ダム・池 容量1億立方メートル以上または面積15平方キロメートル以上

11 火力発電所
石炭：100MW以上、バイオマス：150MW以上、コジェネ天然ガス：3,000MW

以上、すべての規模の原子力発電所

12 コークス炭産業（注） すべての規模


